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福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
に
対

し
、
福
島
県
産
業
廃
棄
物
処
理
指

導
要
綱（
平
成
２
年
福
島
県
告
示

第
３
３
８
号
）第
10
条
第
１
項
の

規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理

施
設
等
設
置
事
前
協
議
書
の
提
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
７
項
の

規
定
に
よ
り
、お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
件
に
関
す
る
お
問

い
合
わ
せ
は
、
福
島
県
県
中
地
方

振
興
局
に
お
願
い
し
ま
す
。
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福
島
県
田
村
郡
小
野
町
大
字
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庭
字
向
永
志
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３
番
地
の
23
外

　

５
筆
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産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
種

　
　

類
等

　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
溶
融
施

　

設（
シ
グ
マ
機
器
株
式
会
社
製
エ
コ

　

デ
ン
パ
ッ
カ
ーE

D
P
-800S
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産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
処

　
　

理
能
力
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・
64
㌧ 
毎
日

５　

そ
の
他

（1）
当
該
事
業
者
は
、
前
記
２
の
場

所
に
お
い
て
建
設
事
業
、
化
成

品
事
業（
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
製

造
販
売
）を
行
っ
て
お
り
、
自

社
内
で
発
生
す
る
発
泡
ス
チ

ロ
ー
ル
の
不
良
品
の
再
生
利
用

を
行
う
目
的
で
前
記
３
の
溶
融

施
設
を
設
置
し
て
い
ま
す
が
、

今
般
、
同
施
設
を
用
い
て
他
社

で
発
生
す
る
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

類（
廃
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
）の
処

理
を
行
う
た
め
、
事
前
協
議
書

を
提
出
し
た
も
の
で
す
。

（2）
福
島
県
で
は
、
今
後
必
要
な
審

査
を
行
っ
た
上
で
、
当
該
産
業

廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
の

可
否
を
決
定
す
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

問
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
県
民
環

　

境
部
環
境
課

☎
０
２
４
‐
９
３
５
‐
１
５
０
２

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の

設
置
計
画
に
関
す
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お
知
ら
せ

　

塩
庭
字
熊
田
地
内
に
設
置
さ
れ

て
い
る
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場

に
つ
い
て
、株
式
会
社
東
北
エ
コ
ー

ク
リ
ー
ン
に
対
し
、
昨
年
11
月
に

福
島
県
か
ら
９
品
目
に
よ
る
処
分

業
の
許
可
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
、
施
設
に
係
る
公
害
お

よ
び
事
故
を
未
然
に
防
止
す
る
こ

と
、
ま
た
搬
入
さ
れ
る
廃
棄
物
に

付
着
す
る
放
射
性
物
質
に
対
処
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
事
業
者

と
の
間
で「
産
業
廃
棄
物
処
分
場

公
害
等
及
び
放
射
性
物
質
に
関
す

る
協
定
書
」を
平
成
24
年
10
月
12

日
に
締
結
し
ま
し
た
。

　

県
の
許
可
品
目
は
次
の
９
品
目

で
す
。

（1）
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

（2）
紙
く
ず

（3）
木
く
ず

（4）
繊
維
く
ず

（5）
動
植
物
性
残
さ

（6）
金
属
く
ず

（7）
ゴ
ム
く
ず

（8）
ガ
ラ
ス
く
ず
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く

　

ず（
工
作
物
の
新
築
・
改
築
ま
た

　

は
除
去
に
伴
っ
て
生
じ
た
も
の
を

　

除
く
）お
よ
び
陶
磁
器
く
ず

（9）
が
れ
き
類

　

（1）
か
ら
（9）
の
う
ち
石
綿
含
有
産

業
廃
棄
物
を
含
み
、
自
動
車
破
砕

物
お
よ
び
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

で
あ
る
も
の
を
除
く
。

※
許
可
以
外
の
品
目（
汚
泥
・
燃

　

え
殻
お
よ
び
除
染
作
業
に
て
出

　

さ
れ
た
廃
棄
物
な
ど
）は
持
ち

　

込
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

協
定
に
定
め
た
主
な
も
の
は
、

公
害
発
生
時
の
対
応
と
被
害
補

償
、搬
入
さ
れ
る
廃
棄
物
の
確
認
、

放
射
性
物
質
の
測
定
な
ど
の
処
理

対
策
、
水
質
汚
濁
防
止
対
策
と
し

て
水
質
な
ど
の
測
定
、
事
故
な
ど

の
措
置
の
ほ
か
、
事
業
者
が
協
定

に
定
め
る
対
策
を
講
じ
な
い
場
合

お
よ
び
水
質
な
ど
を
測
定
し
た
結

果
、
異
常
が
見
ら
れ
た
場
合
、
廃

棄
物
の
搬
入
ま
た
は
処
分
場
の
敷

地
境
界
に
お
い
て
空
間
放
射
線
量

を
測
定
し
た
結
果
に
よ
り
、
周
辺

環
境
が
悪
化
し
た
と
認
め
ら
れ
る

場
合
な
ど
の
操
業
停
止
措
置
な
ど

に
つ
い
て
で
す
。

　

町
で
は
、
公
害
等
防
止
協
定
に

基
づ
き
、
事
業
者
に
公
害
関
係
法

規
お
よ
び
協
定
事
項
を
遵
守
さ
せ

る
た
め
、
適
切
な
監
督
を
行
っ
て

い
き
ま
す
。
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